
綾瀬市企業版ふるさと納税実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、法人が地域再生法（平成１７年法律第２４号。以下「法」とい

う。）第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連

する寄附をすることについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

(1) 寄附対象事業 法第５条第１５項の規定により認定を受けた地域再生計画に記

載されている綾瀬市まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。 

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人で

あって、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第３６号に規定する青色申

告書を提出しているものをいう。 

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う寄附に係

る１０万円以上の金銭をいう。 

（寄附金の申出） 

第３条 寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、綾瀬市企業版ふるさと

納税寄附申出書（第１号様式）を市長に提出するものとする。 

 （支払の要請） 

第４条 市長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、

当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金の支払

いを当該寄附対象法人に要請するものとする。 

（寄附の受領等） 

第５条 市長は、寄附金を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地

域再生法施行規則（平成１７年内閣府令第５３号）別記様式第３に定める書類を交

付するものとする。 

２ 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、市長は、当該事

業費が確定した後に、寄附をした法人に対して事業費確定通知書（第２号様式）を

送付するものとする。 



３ 市長は、次に掲げる場合は、寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還

することができる。 

 (1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 

（台帳の作成） 

第６条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、綾瀬市企業版ふるさと納税寄附金

台帳（第３号様式）を作成するものとする。 

 （公表） 

第７条 市長は、寄附金を受領したときは、次に掲げる事項についてインターネット

の利用その他の方法により公表するものとする。ただし、寄附をした法人の同意が

得られないときは、この限りでない。 

 (1) 当該法人の名称及び主たる事務所の所在地 

 (2) 当該法人から受領した寄附金の額 

 (3) 寄附の対象となった事業の状況 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、当該法人の意向を踏まえて市長が必要と認める事 

  項 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、寄附金の受領等に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 附 則 

 この要綱は、令和４年１０月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係） 

綾瀬市企業版ふるさと納税寄附申出書 

 年  月  日  

 （宛先）綾瀬市長 

       所 在 地            

     法 人 名            

      法 人 番 号            

   代表職氏名            

 

 綾瀬市まち・ひと・しごと創生推進計画に基づく事業に対し、次のとおり寄附する

ことを申し出ます。 

 

１ 寄附金額            円 

 

２ 寄附対象事業 

  １回の寄附に当たり、１つの具体的な事業を指定して記載してください。複数の

事業に対して寄附を申し出る場合は、この申出書を複数提出してください。 

基本目標１ 

（育てる） 

□ 笑顔あふれる親子が育つまちプロジェクト 

□ 外国人市民が活躍する多文化共生のまちづくりプロジェクト 

□ 未来を支える地域コミュニティの仕組みづくりプロジェクト 

□ 特色ある公園活用プロジェクト 

□ 目久尻川流域の歴史文化形成プロジェクト 

基本目標２ 

（稼ぐ） 

□ 道の駅から始まる綾瀬市活性化プロジェクト 

□ あやせ工場プロジェクト 

□ あやせ農場プロジェクト 

□ 「ロケのまち あやせ」ならでは観光プロジェクト 

□ 中心市街地魅力ＵＰリニューアルプロジェクト 

基本目標３ 

（支える） 

□ アクティブ・シニア応援プロジェクト 

□ あやせ流健康習慣定着プロジェクト 

□ 大規模自然災害対策プロジェクト 

□ 誰もが便利な移動手段強化プロジェクト 

□ 次世代につなげる公共施設改革プロジェクト 



３ 寄附の対象とする具体的な事業名を記載してください。 

 

事業名                                   

 

４ 寄附方法 

 □ 納付書（手数料無料）  □ 市指定口座への振込（手数料は自己負担）   

 

５ 法人情報、寄附金額等の公表の可否 

□ 公表可（法人名、寄附金額、企業紹介（企業のＵＲＬを含む。））  

□ 公表可（法人名、寄附金額） 

 □ 公表可（法人名のみ）  

□ 公表不可 

 

６ 綾瀬市の事業に対して寄附を希望する理由 

  

 理由                                   

                                                                      

                                      

 

７ 担当者連絡先 

  担当者名              

  所  属              

 電話番号              

  E - m a i l              

 

                            

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

事業費確定通知書 

 

  年  月  日  

 

       様 

  

     綾瀬市長       印    

 

 

     年   月   日付けで寄附金を受領したまち・ひと・しごと創生寄附

活用事業について、  年度の事業費が確定したので、綾瀬市企業版ふるさと納税実

施要綱第５条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

１ 事業名称  

 

２ 確定した事業費                        円 

 

３ 当該事業に対する寄附の受領金額                円 

 

４ ３のうち、貴法人からの寄附の受領金額             円 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第６条関係） 

綾瀬市企業版ふるさと納税寄附金台帳 

整理番号 寄附申出日 寄附年月日 法人番号 法人名 所在地 連絡先 寄付金額 対象事業 
受領証 

発行日 
公表の可否 備考 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


